
県
道

道
路
の
種
類

第

百

四

十

五

号

令

和

二

年

十

月

十

六

日

川

島

三

輪
線

路
線
名

岐
阜
市
芥
見
町
屋
一
丁
目
二

五
番
地
先
か
ら

同

市
大
字
加
野
字
堤
東
二

〇
一
二
番
七
地
先
ま
で

岐
阜
市
芥
見
町
屋
一
丁
目
二

五
番
地
先
か
ら

同

市
大
字
加
野
字
堤
東
二

〇
一
二
番
七
地
先
ま
で

岐
阜
市
上
芥
見
七
七
番
地
先

か
ら

同

市�
園
一
丁
目
二
〇
二

番
地
先
ま
で

区

間

Ａ
後 前

Ａ 後 前 区
域
変
更
前
後
別��･� ��･� ��･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

(

金
曜
日)

���･� ���･� ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

五
一
九
ペ
ー
ジ

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)

五
二
〇

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

五
二
〇

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置
指
定

(

建
築
指
導
課)

五
二
〇

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
の
取
消

(

選
挙
管
理
委
員
会)

五
二
一

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(
農
地
整
備
課)

五
二
二

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

五
二
二

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー)

五
二
三

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

中
濃
農
林
事
務
所)
五
二
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
十
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
二
年
十
月
十
六
日



宮
代
朝
倉

宮
代
西
山
田

区

域

の

名

称
岐
阜
市
大
字
加
野
字
堤
東
二

〇
一
二
番
七
地
先
か
ら

同

市
向
加
野
四
丁
目
二
四

三
番
地
先
ま
で

岐
阜
市
芥
見
町
屋
一
丁
目
一

番
地
先
か
ら

同

市
大
字
加
野
字
堤
東
二

〇
一
二
番
七
地
先
ま
で

垂
井
町
宮
代

垂
井
町
宮
代

区

域

の

所

在

地 後 前 Ｂ
次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

��･�〜��･� �･�〜��･� ��･����･� ���･� ���･�土
石
流

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

羽
島
郡
岐
南
町
薬
師
寺
三
丁
目
七
一
番

四 本
巣
市
下
福
島
字
川
西
七
六
一
番
四

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
一
丁
目
七
六
番
三

揖
斐
郡
池
田
町
八
幡
字
市
之
坪
八
五
番

四
及
び
八
七
番
の
一
部

位

置

宮
代
朝
倉

宮
代
西
山
田

区

域

の

名

称

垂
井
町
宮
代

垂
井
町
宮
代

区

域

の

所

在

地

�･�� �･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー
ト

ル)��･�� ��･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) 次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項岐

西
建
築
第

九
七
号
の
一

三 岐
西
建
築
第

九
七
号
の
一

〇 岐
西
建
築
第

九
七
号
の
九

岐
西
建
築
第

九
七
号
の
八

指
定
番
号

土
石
流

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

同�･�� 同�･�� 同�･�� 令
和�･�･� 指

定

年
月
日

岐
阜
県
告
示
第
四
百
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務

所
及
び
垂
井
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務

所
及
び
垂
井
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
十
六
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
、
建
築
事
務
所
長
が
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五

年
建
設
省
令
第
四
十
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
・
西
濃
建
築
事
務
所
長
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中
津
川
市
駒
場
字
角
田
七
五
五
番
四
、

七
五
六
番
一
一
、
七
七
二
番
七
の
一
部
、

七
七
三
番
二
の
一
部
、
七
七
三
番
四
の

一
部
、
七
七
三
番
八
、
七
七
四
番
四
、

七
七
四
番
五
、
七
七
四
番
六
及
び
中
津

川
市
所
管
法
定
外
公
共
物(

道
路
及
び

水
路)

中
津
川
市
茄
子
川
字
西
通
五
一
三
番
一

及
び
字
赤
沼
九
六
九
番
六

瑞
浪
市
土
岐
町
字
虫
塚
一
一
三
四
番
三

位

置

関
市
巾
二
丁
目
一
六
五
番
九

美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
中
蜂
屋
字
里
八
三

七
九
七
番
九
、
三
七
九
七
番
一
二
、
三

七
九
六
番
四
及
び
三
八
〇
三
番
四

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
西
脇
字
針
田
八

三
九
番
四

関
市
東
仙
房
一
六
番
四

位

置

羽
島
郡
岐
南
町
徳
田
五
丁
目
八
八
番
八

瑞
穂
市
別
府
字
花
塚
二
ノ
町
二
〇
六
六

番
九

瑞
穂
市
祖
父
江
字
伯
母
塚
中
三
〇
八
番

四 瑞
穂
市
本
田
字
整
理
二
一
三
〇
番
四�･�� �･��〜�･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー
ト

ル) �･�� �･�� �･�� �･�� 幅

員
(

メ
ー
ト

ル) �･�� �･�� �･�� �･�����･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･�� ��･��� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･�� ��･�� ��･��
東
建
築
第
七

五
号
の
六

東
建
築
第
七

五
号
の
五

東
建
築
第
七

五
号
の
四

指
定
番
号

中
建
築
第
一

六
号
の
八

中
建
築
第
一

六
号
の
七

中
建
築
第
一

六
号
の
六

中
建
築
第
一

六
号
の
三

指
定
番
号

岐
西
建
築
第

九
七
号
の
一

五 岐
西
建
築
第

九
七
号
の
一

四 岐
西
建
築
第

九
七
号
の
一

二 岐
西
建
築
第

九
七
号
の
一

一

同�･�� 同�･�� 令
和�･�･� 指

定

年
月
日

同�･�� 同�･� 同�･�� 令
和�･�･�� 指

定

年
月
日

同�･�� 同 同 同�･�
羽
島
市

市
町
村
名

中
津
川
市
手
賀
野
字
西
沼
二
〇
五
番
一

四
、
二
〇
五
番
二
〇
及
び
二
一
〇
番
二

中
津
川
市
駒
場
字
西
山
一
六
六
六
番
一

〇
七
三
の
一
部

中
津
川
市
駒
場
字
西
山
一
六
六
六
番
一

〇
七
三
の
一
部

中
津
川
市
茄
子
川
字
二
ツ
岩
四
二
七
番

一
〇
四

中
津
川
市
中
津
川
字
上
金
往
還
上
一
一

八
七
番
一
一羽

島
市
文
化
セ
ン
タ
ー

・
大
ホ
ー
ル

・
小
ホ
ー
ル

施
設

の
名

称 �･�� �･�� �･�� �･�� �･��羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
６
丁
目
７
番
地

所
在

地

��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･��
東
建
築
第
七

五
号
の
一
〇

同 東
建
築
第
七

五
号
の
九

東
建
築
第
七

五
号
の
八

東
建
築
第
七

五
号
の
七

同�･�� 同 同�･�� 同�･� 同�･��

中
濃
建
築
事
務
所
長

東
濃
建
築
事
務
所
長

(

道
路
の
位
置
を
示
す
図
面
は
、
そ
の
位
置
を
所
管
す
る
建
築
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号

公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
個
人

演
説
会
、
政
党
演
説
会
及
び
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
の
取
消
し
に
つ

い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

指
定
を
取
り
消
し
た
施
設
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公

示

同
岐
西
建
築
第
一
三
〇
号
の

二令
和

二
・

二
・
一
七

同
岐
西
建
築
第
一
二
七
号
の

七令
和

二
・

三
・
一
六

同
岐
西
建
築
第
一
一
二
号

令
和

二
・

五
・
二
二

同
岐
西
建
築
第
一
二
四

号
の
一
一

令
和
二
・

九
・
一
〇

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

二
三
号
の
一
九

令
和

二
・

二
・
二
六

同
岐
西
建
築
第
一
二
四

号
の
四

令
和
二
・

七
・

九

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

峠

の

池

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

多

治

見

市

役

所

縦

覧

場

所

不
破
郡
垂
井
町
綾
戸
字
荒
越
八
九
七
番
三
、

八
九
七
番
四
及
び
八
九
七
番
一
三
四

本
巣
郡
北
方
町
春
来
町
一
丁
目
一
六
番
、
一

七
番
の
一
部
及
び
一
九
番
の
一
部

羽
島
市
江
吉
良
町
字
新
田
一
五
七
七
番
一
及

び
一
五
七
八
番

羽
島
市
江
吉
良
町
字
中
郷
中
七
三
三
番
及
び

羽
島
市
所
管
法
定
外
公
共
物(

道
路)

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

令
和

二
・
一
〇
・
一
六
か
ら

同

・
一
一
・
一
六
ま
で

縦

覧

期

間

道
路
、
下
水

道 道
路
、
下
水

道 道
路
、
下
水

道
、
水
路

道
路
、
下
水

道 公
共
施
設
の

種
類

同 同 同 開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

岐
阜
県
不
破
郡
垂
井
町
綾
戸
五
〇
九
番
四

株
式
会
社
Ｇ
Ｏ
Ｏ
Ｄ
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ

代
表
取
締
役

藤

墳

明

博

岐
阜
県
下
呂
市
金
山
町
金
山
三
二
五
六
番
地
の
一

株
式
会
社
サ
ン
ワ
開
発

代
表
取
締
役

加

藤

千

里

岐
阜
県
羽
島
郡
岐
南
町
上
印
食
一
丁
目
七
一
番
地

株
式
会
社
ワ
ー
ク
ス
不
動
産

代
表
取
締
役

杉

江

保

彦

岐
阜
県
岐
阜
市
金
岡
町
五
番
地

イ
ワ
タ
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

杉

本

高

男

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

地
区
に
係
る
県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事

業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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関

市

倉

知

用

水

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

関

市

木

曽

川

右

岸

用

水

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

令
和

二
・

六
・
一
七

認

可

年

月

日

令
和

二
・

六
・
一
七

認

可

年

月

日

〇
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
フ
タ
ル
酸
エ
ス
テ
ル
類
等
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
装
置
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
２
年
６
月
26日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
２
年
８
月
７
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
東
金
宝
町
一
丁
目
18番
地
Ａ
Ｖ
Ｅ
Ｎ
Ｕ
Ｅ
２
―
Ａ

島
津
サ
イ
エ
ン
ス
西
日
本
株
式
会
社
岐
阜
営
業
所

所
長
右
田
義
晴

６
落
札
金
額
31,581,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
総
務
課
管
理
調
整
係

�
所
在
地
関
市
小
瀬
1288

〇
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
高
周
波
グ
ロ
ー
放
電
発
光
分
析
装
置
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和
22年

政
令
第
16号

)
第
167条

の
２
第
１
項
第

８
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
令
和
２
年
８
月
20日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
茜
部
野
瀬
三
丁
目
201番

地
２

オ
ザ
ワ
科
学
株
式
会
社
岐
阜
営
業
所

所
長
中
川
知
行

６
契
約
金
額
49,500,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
総
務
課
管
理
調
整
係

�
所
在
地
関
市
小
瀬
1288

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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中

濃

用

水

東

部

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

関

市

肥

田

瀬

用

水

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

令
和

二
・

六
・
一
七

認

可

年

月

日

令
和

二
・

六
・
一
七

認

可

年

月

日

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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令
和
二
年
十
月
十
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


